
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第４３号 

事故等種類 衝突（標識灯筏
いかだ

） 

発生日時 平成２６年２月２３日（日） ０１時００分ごろ 

発生場所 広島県江田島市江田島東方沖 

 江田島市所在の屋形石灯標から真方位１４０°２,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１７.１′ 東経１３２°２９.５′） 

事故等調査の経過  平成２６年２月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 フィードⅡ、３.５トン 

 ２７０－４７０８１広島、有限会社フィード 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船底に擦過傷 

標識灯筏 組立てロープに緩み 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、江田島東方沖

の釣り場に向けて北西進した。 

船長は、区画第２４１号の南東端に設置された、かき筏の存在を示

す標識灯（以下「本件標識灯」という。）の灯光を認め、減速すると

ともに、釣り場に向けて左転し、本件標識灯を右に見て通過するつも

りで西進中、船首目標とした江田島東岸の切串の街灯に意識を向けて

いたところ、平成２６年２月２３日０１時００分ごろ、本件標識灯が

設置されている筏に衝突し、乗り揚げた。 

 船長は、海上保安庁に通報して救助を要請した。 

 船長及び釣り客は、巡視艇に救助されてボートパークに戻った。 

 本船は、漁業協同組合所属の船によって筏から引き下ろされた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 船長は、約３年前に遊漁船の船長職に就いた。 

本件標識灯は、灯質毎３～４秒に黄色１閃光、光達距離約３km、灯

高約２ｍであり、約６ｍ四方の筏の中央部に設置されていた。 

 船長及び釣り客は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 

あり 

なし 

なし 



 

 判明した事項の解析  本船は、江田島東方沖を西進中、船長が、本件標識灯を右に見て通

過するつもりで釣り場に接近していたところ、船首目標の街灯に意識

を向けていたことから、本件標識灯が設置されている筏に衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、江田島東方沖を西進中、船長が、本件標

識灯を右に見て通過するつもりで釣り場に接近していたところ、船首

目標の街灯に意識を向けていたため、本件標識灯が設置されている筏

に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・慣れによる航行に注意するとともに、標識灯から十分に離れて航

行すること。 

 


